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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から光を原稿に照射し、前記原稿からの反射光を光電変換部によって画像データに
変換する原稿読取部を備え、前記原稿読取部を使用した画像形成動作と共に、前記原稿読
取部を使用しない画像形成動作を実行可能である画像形成装置であって、
　前記光電変換部から出力される信号レベルと予め設定された異常検知用閾値とを比較す
る光源異常検知動作を実行し、起動時に実行した前記光源異常検知動作によって前記光源
の異常が検知されると、前記起動時に前記光電変換部から出力された起動時信号レベルを
光源異常情報として光源異常情報記憶部に記憶させると共に、前記原稿読取部を使用した
画像形成動作の実行指示が受け付けられると、前記原稿読取部によって原稿の読み取りを
開始する直前の原稿読取時に前記光源異常検知動作を実行する光源異常検知部と、
　前記起動時に実行した前記光源異常検知動作の検知結果に拘わらず、画像形成動作を実
行する前記原稿読取部以外の構成に異常がみられない場合、全ての画像形成動作が実行可
能な状態に通常起動させる制御部と、
　前記原稿読取時に実行された前記光源異常検知動作によって、前記光源の異常が検知さ
れると、前記原稿読取時に前記光電変換部から出力された原稿読取時信号レベルと前記起
動時信号レベルとの比較によって、前記光源の異常が結露に起因する異常か否かを判定す
る異常判定部と、を具備し、
　前記異常判定部は、前記光源の異常が結露に起因する異常でないと判定した場合に、全
ての画像形成動作を実行不能にさせることを特徴とする画像形成装置。
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【請求項２】
　前記異常判定部は、前記原稿読取時信号レベルと前記起動時信号レベルとのレベル差が
比較閾値未満の場合に、前記光源の異常が結露に起因するものでないと判定することを特
徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　比較閾値は、前記起動時から前記原稿読取時までの経過時間が長いほど、大きい値に設
定されることを特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記異常判定部によって前記光源の異常が結露に起因する異常であると判定された場合
に、前記原稿読取部に熱を与える結露対策動作を実行する結露対策処理部を具備すること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記結露対策処理部は、前記結露対策動作によって結露が解消されるまでの結露処理時
間を、前記原稿読取時信号レベルと前記異常検知用閾値とのレベル差に応じて推定し、
　前記光源異常検知部は、前記結露対策動作の実行開始後に前記結露処理時間が経過する
と、前記原稿読取時の前記光源異常検知動作を実行し、
　前記異常判定部は、前記原稿読取時信号レベルと前記起動時信号レベルとのレベル差が
、前記結露処理時間が長いほど大きい値に設定される比較閾値未満の場合に、前記光源の
異常が結露に起因するものでないと判定して全ての画像形成動作を実行不能にさせること
を特徴とする請求項４記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿読取部を有する画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機や複合機等の画像形成装置は、原稿の画像データを読み取る原稿読取部と、画像
データに基づいて画像形成を行うエンジン部とを備えている。原稿読取部では、光源から
の光を原稿面に照射し、その反射光をＣＣＤ等の光電変換素子で読み取るため、光源が消
えてしまった場合、べた黒の原稿として読み取られることになる。そこで、原稿読取部の
光源が消えてしまった場合、光電変換素子の信号レベルによって異常を検知し、動作を停
止させる技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１０９６５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、光源の異常が検知されると、画像形成装置全体の動作が
実行不能な状態になってしまう。従って、起動時の初期動作において原稿読取部の光源異
常を検知してしまうと、初期化が完了されないため、原稿読取部の使用の有無に拘わらず
、画像形成装置全体の動作が停止されてしまう。
【０００５】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、起動時の
初期動作において光源の異常が検知されても、原稿読取部を使用しない動作は実行するこ
とができる画像形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の画像形成装置は、光源から光を原稿に照射し、前記原稿からの反射光を光電変
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換部によって画像データに変換する原稿読取部を備え、前記原稿読取部を使用した画像形
成動作と共に、前記原稿読取部を使用しない画像形成動作を実行可能である画像形成装置
であって、前記光電変換部から出力される信号レベルと予め設定された異常検知用閾値と
を比較する光源異常検知動作を実行し、起動時に実行した前記光源異常検知動作によって
前記光源の異常が検知されると、前記起動時に前記光電変換部から出力された起動時信号
レベルを光源異常情報として光源異常情報記憶部に記憶させると共に、前記原稿読取部を
使用した画像形成動作の実行指示が受け付けられると、前記原稿読取部によって原稿の読
み取りを開始する直前の原稿読取時に前記光源異常検知動作を実行する光源異常検知部と
、前記起動時に実行した前記光源異常検知動作の検知結果に拘わらず、画像形成動作を実
行する前記原稿読取部以外の構成に異常がみられない場合、全ての画像形成動作が実行可
能な状態に通常起動させる制御部と、前記原稿読取時に実行された前記光源異常検知動作
によって、前記光源の異常が検知されると、前記原稿読取時に前記光電変換部から出力さ
れた原稿読取時信号レベルと前記起動時信号レベルとの比較によって、前記光源の異常が
結露に起因する異常か否かを判定する異常判定部と、を具備し、前記異常判定部は、前記
光源の異常が結露に起因する異常でないと判定した場合に、全ての画像形成動作を実行不
能にさせることを特徴とする。
　さらに、本発明の画像形成装置において、前記異常判定部は、前記原稿読取時信号レベ
ルと前記起動時信号レベルとのレベル差が比較閾値未満の場合に、前記光源の異常が結露
に起因するものでないと判定しても良い。
　さらに、本発明の画像形成装置において、比較閾値は、前記起動時から前記原稿読取時
までの経過時間が長いほど、大きい値に設定されても良い。
　さらに、本発明の画像形成装置において、前記異常判定部によって前記光源の異常が結
露に起因する異常であると判定された場合に、前記原稿読取部に熱を与える結露対策動作
を実行する結露対策処理部を具備していても良い。
　さらに、本発明の画像形成装置において、前記結露対策処理部は、前記結露対策動作に
よって結露が解消されるまでの結露処理時間を、前記原稿読取時信号レベルと前記異常検
知用閾値とのレベル差に応じて推定し、前記光源異常検知部は、前記結露対策動作の実行
開始後に前記結露処理時間が経過すると、前記原稿読取時の前記光源異常検知動作を実行
し、前記異常判定部は、前記原稿読取時信号レベルと前記起動時信号レベルとのレベル差
が、前記結露処理時間が長いほど大きい値に設定される比較閾値未満の場合に、前記光源
の異常が結露に起因するものでないと判定して全ての画像形成動作を実行不能にさせても
良い。
【０００７】
　本発明によれば、起動時の初期動作において光源の異常が検知されても、全ての画像形
成動作が実行可能な状態に通常起動されるため、光源に致命的な異常が生じている場合で
も、原稿読取部を使用しない画像形成動作は問題なく実行することができるという効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る画像形成装置の実施の形態の内部構成を示す概略模式断面図である
。
【図２】図１に示す画像形成装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】図２に示す光源異常検知部による光源異常検知動作を示すフローチャートである
。
【図４】本発明に係る画像形成装置の実施の形態が実行指示を受け付けた際の処理動作を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　次に、本発明の実施の形態を、図面を参照して具体的に説明する。
　本実施の形態の画像形成装置１は、電子写真方式を利用した複合機であり、図１を参照
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すると、原稿読取部２と、原稿給送部３と、画像形成部４と、記録紙供給部５と、操作部
６とを備え、コピージョブ、スキャンジョブ、ファクシミリ送信ジョブ、プリンタージョ
ブ等の各種の画像形成動作を実行する。
【００１０】
　原稿読取部２は、原稿台に載置された原稿や原稿給送部３から給送される原稿に光を照
射する光源２１と、原稿からの反射光を原稿の画像データに変換するＣＣＤ等の光電変換
部２２とを備えている。原稿からの反射光は、ミラー２３、２４、２５によって結像レン
ズ２６に導かれ、結像レンズ２６によって集光された光が光電変換部２２に入射される。
【００１１】
　画像形成部４は、印刷データに基づいてトナー像を形成し、形成したトナー像を記録紙
供給部５から搬送されてくる記録紙に転写させる。また、画像形成部４は、記録紙に転写
されたトナー像を所定の定着温度で定着させる定着部４１を備えている。
【００１２】
　図３には、画像形成装置１の概略構成を示すブロック図が示されている。上述の原稿読
取部２、原稿給送部３、画像形成部４、記録紙供給部５及び操作部６は、制御部７に接続
され、制御部７によって動作制御される。また、制御部７には、画像処理部８と、記憶部
９と、通信部１０と、ファクス部１１とが接続されている。
【００１３】
　制御部７は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、Ｒ
ＡＭ（Random Access Memory）等を備えたマイクロコンピューター等の情報処理部である
。ＲＯＭには画像形成装置１の動作制御を行うための制御プログラムが記憶されている。
制御部７のＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されている制御プログラムを読み出し、制御プログラ
ムをＲＡＭに展開させることで、操作部６から入力された所定の指示情報に応じて装置全
体の制御を行う。また、制御部７は、光源異常検知部７１、異常判定部７２、結露対策処
理部７３として機能する。
【００１４】
　光源異常検知部７１は、光電変換部２２から出力される信号レベルに基づいて光源２１
の異常を検知する光源異常検知動作を実行する。原稿読取位置の脇には、シェーディング
補正の基準となる白基準板Ｗが設けられており、光源異常検知部７１は、光源２１を白基
準板Ｗの位置へ移動させ、白基準板Ｗからの反射光に基づいて光電変換部２２から出力さ
れる信号レベルと、予め設定された異常検知用閾値とを比較する。そして、光源異常検知
部７１は、光電変換部２２から出力される信号レベルが異常検知用閾値を下回っている場
合に、光源２１の異常を検知する。光源異常検知部７１による光源異常検知動作は、画像
形成装置１の電源が投入された起動時と、原稿読取部２によって原稿の読み取りを開始す
る直前の原稿読取時とに実行される。起動時に実行される光源異常検知動作によって、光
源２１の異常が検知されると、光源異常検知部７１は、起動時の光源異常検知動作で光電
変換部２２から出力された信号レベル（以下、起動時信号レベルと称す）と、起動時刻と
を光源異常情報９２として記憶部９に記憶させる。すなわち、記憶部９は、光源異常情報
９２を記憶する光源異常情報記憶部として機能する。なお、記憶部９の代わりに制御部７
のＲＡＭを光源異常情報記憶部として機能させるようにしても良い。
【００１５】
　異常判定部７２は、原稿読取時に実行される光源異常検知動作によって、光源２１の異
常が検知されると、原稿読取時の光源異常検知動作で光電変換部２２から出力された信号
レベル（以下、原稿読取時信号レベルと称す）と、光源異常情報９２の起動時信号レベル
とを比較する。そして、異常判定部７２は、比較結果に基づき、検知された光源２１の異
常が、結露に起因する異常か、それとも結露以外の光源２１の破損（ランプ切れ）等の機
器自体に起因する異常かを判定する。
【００１６】
　結露対策処理部７３は、原稿読取部２の各構成（光源２１、光電変換部２２、ミラー２
３、２４、２５、結像レンズ２６）に熱を与える結露対策動作を実行すると共に、結露対
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策動作によって結露が解消されるまでの結露処理時間を推定する。
【００１７】
　画像処理部８は、画像データに対して所定の画像処理を行う手段であり、例えば、拡大
縮小処理や、階調調整、濃度調整等の画像改善処理が行われる。
【００１８】
　記憶部９は、半導体メモリーやＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の記憶手段であり、原稿
読取部２によって取得された画像データ、通信部１０を介して受信した文書データや画像
データ、ファクス部１１を介して受信した画像データが印刷データ９１として記憶される
。
【００１９】
　通信部１０は、インターネットやＬＡＮ等のネットワークを介して、パーソナルコンピ
ュータ等の周辺機器や、他の画造形成装置との間で文書データや画像データ等の各種デー
タを送受信する機能を有する。
【００２０】
　ファクス部１１は、モデムを有し、原稿読取部２によって読み取られた画像データから
ファクシミリ信号を生成し、生成したファクシミリ信号を電話回線網等のネットワークを
介して送信するファクシミリ送信機能と、電話回線網を介してファクシミリ信号を受信し
、受信したファクシミリ信号から画像データを生成するファクシミリ受信機能とを備えて
いる。なお、ファクシミリ受信機能により受信生成された画像データは印刷データ９１と
して記憶部９に記憶されたり、画像形成部４によって記録紙に記録されたりする。
【００２１】
　次に、光源異常検知部７１による起動時の光源異常検知動作について図３を参照して詳
細に説明する。
　画像形成装置１の電源が投入された起動時に、制御部７は光源異常検知部７１として機
能し、光源異常検知動作を開始する。
【００２２】
　図３を参照すると、光源異常検知部７１は、白基準板Ｗからの反射光に基づいて光電変
換部２２から出力される信号レベル（起動時信号レベル）と、予め設定された異常検知用
閾値とを比較し（ステップＡ１）、光電変換部２２から出力される信号レベルが異常検知
用閾値以上か否かを判断する（ステップＡ２）。なお、光電変換部２２は、主走査方向に
並ぶ複数の画素信号である。従って、複数の画素信号の平均や、最大もしくは最小の信号
レベルと異常検知用閾値とが比較される。
【００２３】
　ステップＡ２で、光電変換部２２から出力される信号レベルが異常検知用閾値以上であ
る場合、光源異常検知部７１は、光源異常検知動作を終了させる。その後、制御部７は、
画像形成部４等の原稿読取部２以外の構成にも異常がみられない場合、画像形成装置１を
通常起動させる（ステップＡ３）。これにより、画像形成装置１は、全ての画像形成動作
が実行可能な状態となる。
【００２４】
　ステップＡ２で、光電変換部２２から出力される信号レベルが異常検知用閾値未満であ
る場合、光源異常検知部７１は、起動時の光源異常検知動作で光電変換部２２から出力さ
れた起動時信号レベルと、起動時刻とを光源異常情報９２として記憶部９に記憶させた後
に（ステップＡ４）、光源異常検知動作を終了させる。その後、画像形成部４等の原稿読
取部２以外の構成にも異常がみられない場合、ステップＡ３に至って、画像形成装置１を
通常起動させる。これにより、画像形成装置１は、全ての画像形成動作が実行可能な状態
となる。
【００２５】
　次に、画像形成装置１が実行指示を受け付けた際の処理動作について図４を参照して詳
細に説明する。
　制御部７は、画像形成動作の実行指示を受け付けると（ステップＢ１）、実行指示され



(6) JP 6439741 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

た画像形成動作が、原稿読取部２を使用する画像形成動作か否かを判断する（ステップＢ
２）。
【００２６】
　ステップＢ２で原稿読取部２を使用する画像形成動作でない場合、制御部７は、実行指
示を受け付けた画像形成動作を実行し（ステップＢ３）、処理動作を終了させる。これに
より、起動時に光源２１の異常が検知され、原稿読取部２が実際に使用できない状態であ
っても、プリンタージョブ等の原稿読取部２を使用しない画像形成動作が実行されること
になる。
【００２７】
　ステップＢ２で原稿読取部２を使用する画像形成動作である場合、制御部７は、記憶部
９に光源異常情報９２が記憶されているか否かを判断する（ステップＢ４）。
【００２８】
　ステップＢ４で記憶部９に光源異常情報９２が記憶されていない場合、制御部７は、実
行指示を受け付けた画像形成動作を実行し（ステップＢ３）、処理動作を終了させる。こ
れにより、起動時に光源２１の異常が検知されなかった場合には、コピージョブ、スキャ
ンジョブ、ファクシミリ送信ジョブ等の原稿読取部２を使用する画像形成動作が遅滞なく
実行されることになる。
【００２９】
　ステップＢ４で記憶部９に光源異常情報９２が記憶されている場合、制御部７は光源異
常検知部７１として機能し、原稿読取時の光源異常検知動作を実行して（ステップＢ５）
、光源２１の異常が検知されたか否かを判断する（ステップＢ６）。
【００３０】
　ステップＢ６で光源２１の異常が検知されない場合、光源異常検知部７１は、記憶部９
に記憶されている光源異常情報９２を消去させる（ステップＢ７）。そして、制御部７は
、制御部７は、実行指示を受け付けた画像形成動作を実行し（ステップＢ３）、処理動作
を終了させる。これにより、結露等の理由による起動時の光源２１の異常が解消された場
合、コピージョブ、スキャンジョブ、ファクシミリ送信ジョブ等の原稿読取部２を使用す
るジョブが実行されることになる。
【００３１】
　ステップＢ６で光源２１の異常が検知された場合、制御部７は異常判定部７２として機
能し、原稿読取時信号レベルと光源異常情報９２の起動時信号レベルとを比較する（ステ
ップＢ８）。そして、異常判定部７２は、原稿読取時信号レベルは起動時信号レベルより
大きいか否かを判断する（ステップＢ９）。
【００３２】
　ステップＢ９で原稿読取時信号レベルは起動時信号レベルより小さい場合、異常判定部
７２は、光源２１の破損（ランプ切れ）等の機器自体の異常であると判定し、光源２１の
異常を通知するサービスマンコールを操作部６の表示部に表示させ（ステップＢ１０）、
画像形成装置１における全ての画像形成動作を実行不能にさせる（ステップＢ１１）。す
なわち、光源２１の異常が結露に起因するものである場合、画像形成装置１の電源が投入
されると結露は徐々に解消される傾向にあり、原稿読取時信号レベルは起動時信号レベル
より大きくなる。従って、原稿読取時信号レベルが起動時信号レベルより小さい場合、光
源２１の異常が結露に起因するものでないと判定される。
【００３３】
　ステップＢ９で原稿読取時信号レベルは起動時信号レベルより大きい場合、異常判定部
７２は、原稿読取時信号レベルと起動時信号レベルとのレベル差が比較閾値以上か否かを
判断する（ステップＢ１２）。なお、比較閾値は、光源異常情報９２の起動時刻からの経
過時間と、後述する結露処理時間とに基づき、起動時刻から原稿読取時までの経過時間が
長いほど、また結露処理時間が長いほど大きい値に設定される。例えば、起動時刻からの
経過時間を「Ｔ１」、後述する結露処理時間を「Ｔ２」とすると、αＴ１＋βＴ２（但し
、α、βは、予め設定された係数であり、α＜βに設定されている）に比較閾値が設定さ
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れる。
【００３４】
　ステップＢ１２で原稿読取時信号レベルと起動時信号レベルとのレベル差が比較閾値未
満の場合、異常判定部７２は、光源２１の破損（ランプ切れ）等の機器自体の異常である
と判定し、ステップＢ１０に至る。すなわち、光源２１の異常が結露に起因するものであ
る場合、画像形成装置１の電源が投入されると結露は徐々に解消される傾向にあり、時間
の経過と共に原稿読取時信号レベルと起動時信号レベルとのレベル差も徐々に大きくなる
。従って、原稿読取時信号レベルと起動時信号レベルとのレベル差が、起動時刻からの経
過時間が長いほど大きい値に設定される比較閾値未満の場合には、光源２１の異常が結露
に起因するものでないと判定される。
【００３５】
　ステップＢ１２で原稿読取時信号レベルと起動時信号レベルとのレベル差が比較閾値以
上の場合、異常判定部７２は、光源２１の異常が結露に起因するものであると判定する。
この判定によって、制御部７は結露対策処理部７３として機能し、原稿読取部２の各構成
（光源２１、光電変換部２２、ミラー２３、２４、２５、結像レンズ２６）に熱を与える
結露対策動作を実行する（ステップＢ１３）。結露対策処理部７３による結露対策動作は
、定着部４１への通電によって行っても良く、結露対策用のヒーターを別途設けるように
しても良い。
【００３６】
　また、結露対策処理部７３は、結露対策動作によって結露が解消されるまでの結露処理
時間を、原稿読取時信号レベルと異常検知用閾値とのレベル差に応じて推定し（ステップ
Ｂ１４）、推定した結露処理時間を操作部６の表示部に表示させる。これにより、ユーザ
ーは、指示を行った画像形成動作が開始されるまでの時間を把握することができる。例え
ば、結露対策動作によって単位時間：「ｈ」で解消可能なレベル：「Ａ」を予め設定して
おく。そして、原稿読取時信号レベルと異常検知用閾値とのレベル差を「Ｄ」とすると、
（Ｄ／Ａ）×ｈを結露処理時間として推定する。
【００３７】
　次に、制御部７は光源異常検知部７１として機能し、ステップＢ１４で推定された結露
処理時間の経過を待機し（ステップＢ１５）、結露処理時間が経過すると、ステップＢ５
に戻って再び光源異常検知動作を実行する。
【００３８】
　結露対策処理部７３による結露対策動作で結露が解消された場合、ステップＢ６で光源
２１の異常が検知されず、ステップＢ３で画像形成動作が実行されることになる。なお、
結露対策処理部７３による結露対策動作は、ステップＢ６で光源２１の異常が検知されな
かった時点で終了する。
【００３９】
　結露対策処理部７３による結露対策動作で結露が解消されなかった場合、ステップＢ６
で光源２１の異常が検知され、ステップＢ１２で原稿読取時信号レベルと起動時信号レベ
ルとのレベル差が比較閾値以上か否かを判断されることになる。比較閾値は、上述のよう
に結露処理時間が長いほど大きい値に設定される。従って、ステップＢ１２では、結露対
策動作による効果が検証されることになる。結露対策動作による効果がある程度得られた
場合には、ステップＢ１２でレベル差が比較閾値以上となり、ステップＢ１３で結露対策
動作が継続される。結露対策動作による効果が得られなかった場合には、ステップＢ１２
でレベル差が比較閾値未満となり、ステップＢ１１で画像形成装置１における全ての画像
形成動作が実行不能にされる。
【００４０】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、光源２１から光を原稿に照射し、原稿か
らの反射光を光電変換部２２によって画像データに変換する原稿読取部２を備え、原稿読
取部２を使用した画像形成動作と共に、原稿読取部２を使用しない画像形成動作を実行可
能である画像形成装置１であって、光電変換部２２から出力される信号レベルと予め設定
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された異常検知用閾値とを比較する光源異常検知動作を実行し、起動時に実行した光源異
常検知動作によって光源２１の異常が検知されると、起動時に光電変換部２２から出力さ
れた起動時信号レベルを光源異常情報９２として記憶部９に記憶させる光源異常検知部７
１を具備し、起動時に実行した光源異常検知動作の検知結果に拘わらず、全ての画像形成
動作が実行可能な状態に通常起動させる。
　この構成により、起動時の初期動作において光源２１の異常が検知されても、全ての画
像形成動作が実行可能な状態に通常起動されるため、光源２１に致命的な異常が生じてい
る場合でも、原稿読取部２を使用しない画像形成動作は問題なく実行することができる。
【００４１】
　さらに、本実施の形態によれば、光源異常検知部７１は、原稿読取部２を使用した画像
形成動作の実行指示が受け付けられると、原稿読取部２によって原稿の読み取りを開始す
る直前の原稿読取時に光源異常検知動作を実行し、原稿読取時に実行された光源異常検知
動作によって、光源２１の異常が検知されると、原稿読取時に光電変換部２２から出力さ
れた原稿読取時信号レベルと起動時信号レベルとの比較によって、光源２１の異常が結露
に起因する異常か否かを判定する異常判定部７２を具備し、異常判定部７２は、光源２１
の異常が結露に起因する異常でないと判定した場合に、全ての画像形成動作を実行不能に
させる。
　この構成により、原稿読取部２を使用した画像形成動作を実行する際に、光源異常検知
部７１によって検知された光源２１の異常が、結露に起因する解消可能な異常か、致命的
な異常かを判定することができる。
【００４２】
　さらに、本実施の形態によれば、異常判定部７２は、原稿読取時信号レベルと起動時信
号レベルとのレベル差が比較閾値未満の場合に、光源２１の異常が結露に起因するもので
ないと判定する。さらに、本実施の形態によれば、比較閾値は、起動時から原稿読取時ま
での経過時間が長いほど、大きい値に設定される。
　この構成により、光源異常検知部７１によって検知された光源２１の異常が、結露に起
因する解消可能な異常か、致命的な異常かを正確に判定することができる。すなわち、光
源２１の異常が結露に起因するものである場合、画像形成装置１の電源が投入されると結
露は徐々に解消される傾向にあり、時間の経過と共に原稿読取時信号レベルと起動時信号
レベルとのレベル差も徐々に大きくなる。従って、原稿読取時信号レベルと起動時信号レ
ベルとのレベル差が、起動時刻からの経過時間が長いほど大きい値に設定される比較閾値
未満の場合に、光源２１の異常が結露に起因するものでないと判定することができる。
【００４３】
　さらに、本実施の形態によれば、異常判定部７２によって光源２１の異常が結露に起因
する異常であると判定された場合に、原稿読取部２に熱を与える結露対策動作を実行する
結露対策処理部７３を備えている。
　この構成により、結露対策を効果的に行うことができる。
【００４４】
　さらに、本実施の形態によれば、結露対策処理部７３は、結露対策動作によって結露が
解消されるまでの結露処理時間を、原稿読取時信号レベルと異常検知用閾値とのレベル差
に応じて推定し、光源異常検知部７１は、結露対策動作の実行開始後に結露処理時間が経
過すると、原稿読取時の光源異常検知動作を実行し、異常判定部７２は、原稿読取時信号
レベルと起動時信号レベルとのレベル差が、結露処理時間が長いほど大きい値に設定され
る比較閾値未満の場合に、光源２１の異常が結露に起因するものでないと判定して全ての
画像形成動作を実行不能にさせる。
　この構成により、結露対策動作の効果を検証することができる。
【００４５】
　なお、本発明が上記各実施の形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、
各実施の形態は適宜変更され得ることは明らかである。
【符号の説明】
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【００４６】
１　画像形成装置
２　原稿読取部
３　原稿給送部
４　画像形成部
５　記録紙供給部
６　操作部
７　制御部
８　画像処理部
９　記憶部
１０　通信部
１１　ファクス部
２１　光源
２２　光電変換部
２３、２４、２５　ミラー
２６　結像レンズ
４１　定着部
７１　光源異常検知部
７２　異常判定部
７３　結露対策処理部
９１　印刷データ　
９２　光源異常情報

【図１】 【図２】
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